◆再開・廃止・休止の届出における注意事項
※厳守されていない場合は受付不可ですのでよく確認願います。
★提出は原則，電子申請でお願い致します。
ファイルはエクスポート機能を利用してPDFで提出してください。

※提出日付は実際の送信日としてください。

【廃止・休止について】
・判明した時点で提出。最低でも廃止・休止の1か月前までに提出。
※利用者等に対しても，1か月以上の十分な周知期間を設けてください。​

【再開について】
・再開日から10日以内に提出。できるだけ事前に提出してください。
[bookmark: _GoBack]・再開時に，休止前と人員が変更となっている場合は，勤務表（資格証含む）の作成が必要です。 
